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明
治
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七
年
一
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、内
務
省
へ
の
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轄
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行
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ら
二
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四
月
、
疏
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で
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は
じ
め
に

　

Ⅰ　

忘
却
さ
れ
た
三
つ
の
史
料
と
分
析
視
角

　

Ⅱ　

琵
琶
湖
疏
水
事
業
の
進
展
過
程

　
　

1
．北
垣
京
都
府
知
事
就
任
か
ら
明
治
十
六
年
九
月
ま
で

 

（
前
々
号
、四
三
一
号
）

　
　

2
． 明
治
十
六
年
十
月
十
一
日
〜
十
二
月
、
滋
賀
県
令
籠
手
田

安
定
の
建
議
提
出
か
ら
京
都
府
の
疏
水
起
工
伺
が
却
下

さ
れ
る
ま
で 

（
前
号
、四
三
二
号
）

　
　

3
． 明
治
十
七
年
一
月
、
内
務
省
へ
の
管
轄
移
行
か
ら
二
十
三

年
四
月
、疏
水
竣
功
ま
で 

（
本
号
）

　

明
治
十
六
年
十
二
月
の
井
上
薫
邸
で
行
わ
れ
た
琵
琶
湖
疏
水
に

携
わ
る
政
府
並
び
に
京
都
府
庁
の
関
係
者
会
議
に
お
い
て
、京
都
府・

農
商
務
省
合
作
の
琵
琶
湖
疏
水
起
工
伺
が
却
下
さ
れ
、
そ
の
管
轄

も
内
務
省
に
移
行
し
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
降
、
す
な
わ
ち
明
治

十
七
年
一
月
か
ら
同
二
十
三
年
四
月
に
疏
水
工
事
が
完
成
し
て
竣

工
を
迎
え
る
ま
で
の
過
程
を
考
察
す
る
。

3
．明
治
十
七
年
一
月
、内
務
省
へ
の
管
轄
移
行
か
ら
二
十
三
年 

四
月
、疏
水
竣
功
ま
で

（
1
）明
治
十
七
年
一
月
、
内
務
省
移
管
か
ら
同
年
三
月
七
日
、
滋
賀
県

勧
業
諮
問
会
開
催
ま
で

　

明
治
十
七
年
一
月
に
な
る
と
九
日
に
は
、
滋
賀
県
か
ら
疏
水
事
務

取
扱
の
高
谷
光
雄
が
、
新
た
に
疏
水
担
当
と
な
っ
た
内
務
省
に
出
頭

し
て
前
年
来
の
疏
水
事
業
に
対
す
る
滋
賀
県
側
の
意
向
を
説
明
し

た
。
お
そ
ら
く
そ
の
際
、
政
府
か
ら
疏
水
問
題
の
管
轄
が
内
務
省
に

変
わ
っ
た
こ
と
が
正
式
に
告
げ
ら
れ
、
今
後
同
省
が
進
め
る
疏
水
事

業
の
段
取
り
等
が
告
知
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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二

　

早
速
、一
月
十
七
日
に
は
内
務
省
か
ら
准
奏
任
御
用
掛
の
田
邊
儀

三
郎
が
、二
月
二
十
三
日
に
は
同
省
土
木
局
御
雇
の
デ
レ
ー
ケ
が
京

都
府
に
派
遣
さ
れ
て
疏
水
工
事
の
点
検
と
実
地
調
査
が
進
め
ら
れ

た
。

　

同
時
に
滋
賀
県
で
は
一
月
中
に
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
設
立
に

関
し
て
、「
創
立
規
約
」「
発
起
人
と
そ
の
持
株
数
（
出
資
額
）
」「
拝

借
金
及
び
募
集
金
遣
払
予
算
概
略
書
」
を
添
付
し
て
、正
式
に
「
麻

糸
紡
績
起
業
の
義
に
付
申
請
」
を
農
商
務
省
に
提
出
し
た
。
申
請
者

は
滋
賀
県
令
籠
手
田
安
定
代
理
、
滋
賀
県
大
書
記
官
河
田
景
福
と

な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
申
請
書
の
内
容
を
判
断
し
た
の
は
、
こ
の
問

題
の
担
当
者
で
あ
る
高
谷
光
雄
勧
業
課
長
で
あ
り
、
そ
れ
を
籠
手

田
知
事
が
了
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
疏
水
問
題
が
、
滋
賀
県
の
意
向
に
配
慮
さ
れ
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
段
階
で
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
起
業
の
申
請
を
正
式

に
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
申
請
書
は
、次
の
よ
う
に
認
め
て
、政

府
か
ら
の
多
額
の
補
助
を
要
請
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

該
紡
績
の
義
は
我
國
創
始
の
起
業
に
も
有
之
且
輓
近
諸
工
業
の

失
敗
も
不
少
折
柄
に
付
、
此
際
萬
一
に
も
着
手
を
誤
り
候
時
は

該
業
全
般
の
将
来
を
誤
り
候
義
に
付
假
令
有
志
其
人
に
乏
か
ら

ざ
る
も
輕
々
従
事
爲
致
候
て
は
不
相
成
次
第
に
付
、
旁
以
別
紙

豫
算
書
の
内
朱
書
の
分
は
發
起
人
に
於
て
負
擔
爲
致
可
申
に
付
、

墨
書
の
分
は
御
省
に
於
て
御
保
護
被
遣
候
は
ゞ
、
幸
ひ
有
志
者
も

有
之
候
義
に
付
速
に
起
業
爲
致
候
様
、
本
邦
麻
絲
前
途
の
景
況

深
く
御
洞
察
之
上
至
急
特
別
の
御
詮
議
を
以
て
何
分
の
御
指
揮

相
成
度
此
段
申
請
候
也
（
1
）

　
こ
こ
に
言
う
「
墨
書
の
分
」
と
は
、
製
麻
工
場
建
築
費
・
機
械
据

付
費
・
地
所
買
上
代
等
の
起
業
費
、一
か
年
分
の
諸
給
与
費
・
石
炭

消
費
代
・
機
械
修
繕
費
等
の
営
業
費
、
合
計
八
万
五
五
四
六
円
余

を
指
し
、
こ
の
分
の
国
庫
借
入
を
願
い
出
て
い
る
（
2
）。こ
う
し
た
国

庫
補
助
に
関
し
て
は
吉
田
健
作
よ
り
約
束
さ
れ
て
い
た
が
、
改
め
て

正
式
に
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

滋
賀
県
は
続
い
て
同
月
二
十
五
日
に
は
、内
務
省
の
方
針
に
従
っ
て
、

京
都
府
に
対
し
疏
水
開
通
の
際
の
流
水
量
と
水
位
、
旱
魃
の
際
の

水
量
、
そ
し
て
疏
水
建
設
に
と
も
な
う
架
橋
と
修
繕
費
用
、飲
料
水

が
断
た
れ
た
場
合
の
補
償
等
に
つ
い
て
回
答
を
求
め
て
い
る（
3
）。

　
こ
う
し
て
京
都
府
と
の
間
に
疏
水
開
通
に
際
し
て
の
詳
細
な
情
報

交
換
と
損
害
予
防
措
置
の
確
認
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。

　

二
月
十
二
日
、
京
都
府
は
回
答
を
寄
せ
、
流
水
量
は
非
常
時
に
お

い
て
も
毎
秒
三
百
個
（
八・三
五
㎥
）
を
確
保
し
、
ま
た
工
事
に
と
も

な
う
架
橋
・
水
源
・
水
道
に
つ
い
て
も
適
当
な
措
置
を
講
じ
る
と
返

答
し
て
い
る
。

　

十
五
日
に
は
さ
ら
に
、
滋
賀
県
大
書
記
官
・
河
田
景
福
か
ら
京
都

府
知
事
宛
に
、琵
琶
湖
減
水
に
よ
る
滋
賀
県
側
の
損
害
を
懸
念
す
る

者
が
多
い
の
で
、そ
れ
を
防
い
で
水
量
を
確
保
す
る
た
め
に
京
都
府
の

負
担
に
よ
っ
て
、
琵
琶
湖
か
ら
唯
一
流
れ
下
る
瀬
田
川
に
堰
を
設
け

て
も
ら
い
た
い
、
そ
の
際
の
工
事
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
着
手
前
に
双

1 

前
号
掲『
日
本
製
麻
史
』一
八
一
〜
一
九
二
頁
。

2 

同『
日
本
製
麻
史
』一
八
二
頁
。

3 

以
下
の
記
述
と
も
『
琵
琶
湖
治
水
沿
革
誌
』

二
六
七
頁
以
降
。
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三

方
協
議
し
、約
定
書
を
取
り
交
わ
し
て
も
ら
い
た
い
旨
、申
し
伝
え
た
。

こ
れ
を
受
け
た
、
京
都
府
側
も
こ
れ
を
了
承
す
る
回
答
を
二
十
日
に

行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
滋
賀
県
側
の
意
向
を
無
視
し
て

一
方
的
に
疏
水
事
業
を
進
め
て
き
た
京
都
府
に
、
滋
賀
県
側
の
損

害
補
填
の
具
体
的
措
置
を
約
束
さ
せ
た
と
い
う
点
で
画
期
的
な
成

果
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
事
は
前
向
き
に
進
み
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
京
都
、
滋
賀

双
方
に
お
い
て
な
お
不
都
合
な
事
態
が
出
現
し
た
。二
月
二
十
三
日

に
は
内
務
省
御
雇
い
外
国
人
の
デ
レ
ー
ケ
が
入
洛
し
、
疏
水
反
対
の

意
見
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
張
の
要
点
は
、
琵
琶
湖
疏
水

が
掘
削
す
る
予
定
の
逢
坂
山
の
ト
ン
ネ
ル
は
、
数
百
メ
ー
ト
ル
に
及
び
、

し
か
も
地
質
が
堅
固
な
岩
石
で
、掘
削
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
ま
た

水
門
や
水
堰
の
設
置
も
必
要
で
多
大
な
費
用
が
掛
か
り
、
そ
れ
が
も

た
ら
す
経
済
効
果
に
比
し
て
費
用
が
か
か
り
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た（
4
）。

　
こ
れ
は
内
務
省
を
代
表
す
る
意
見
で
は
な
い
と
し
て
も
、
明
治
初

年
か
ら
低
水
工
事
で
各
所
の
河
川
改
修
を
指
導
し
土
木
工
事
の
権

威
と
目
さ
れ
て
い
た
デ
レ
ー
ケ
の
意
見
と
あ
っ
て
は
、
北
垣
知
事
に
も

大
き
な
衝
撃
と
し
て
受
け
留
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
事
態
と
前
後
し
て
、
京
都
府
民
も
疏
水
起
工
に
対
す
る

不
安
が
嵩
じ
て
き
て
お
り
、二
月
二
十
二
日
に
は
、
上
下
京
聯
合
区

会
議
員
の
中
か
ら
、
疏
水
の
特
許
請
願
を
府
当
局
に
の
み
一
任
せ
ず
、

聯
合
区
会
議
員
中
か
ら
も
数
名
の
東
上
委
員
を
選
出
し
て
、
如
何

に
京
都
市
民
が
本
事
業
の
実
現
を
熱
望
し
て
い
る
か
を
其
筋
へ
具
申

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
莊
林
維
英
以
下
二
四
名
の
議
員
の
連
署
を

以
て
上
下
両
京
区
長
に
建
議
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
二
月
二
十
三
日

に
は
、
臨
時
上
下
京
聯
合
区
会
が
開
催
さ
れ
て
中
村
栄
助
と
古
川

吉
兵
衛
の
二
名
を
東
上
委
員
に
選
出
し
た
。
さ
ら
に
同
日
、
勧
業
諮

問
会
に
お
い
て
も
同
様
の
動
き
が
あ
り
、
濱
岡
光
哲
、
高
木
文
平
を

東
上
委
員
に
選
出
し
た
。

　
こ
う
し
て
二
月
二
十
六
日
、北
垣
知
事
を
筆
頭
に
、こ
れ
ら
四
名
の

委
員
が
随
伴
し
て
東
上
し
、各
方
面
に
陳
情
し
た
の
で
あ
る（
5
）。

　

滋
賀
県
に
お
い
て
も
、
籠
手
田
県
令
の
望
む
方
向
に
進
み
始
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
う
し
た
事
情
が
分
か
ら
ず
に
、疏
水
建
設
反
対

の
意
見
が
な
お
強
く
噴
出
し
た
。二
月
二
十
四
日
に
は
、
滋
賀
郡
松

尾
村
の
松
井
重
吉
か
ら
「
琵
琶
湖
ヨ
リ
古
関
越
開
発
有
害
ノ
儀
ニ

付
建
議
書
」
が
提
出
さ
れ
、
村
民
一
同
疏
水
事
業
に
は
反
対
の
旨
が

表
明
さ
れ
た
。
ま
た
三
月
五
日
に
、神
崎
郡
滝
田
村
か
ら
も
、直
接
の

小
利
あ
る
も
間
接
の
大
害
が
あ
る
と
し
て
疏
水
事
業
反
対
の
建
言

が
籠
手
田
県
令
に
な
さ
れ
た（
6
）。

　
こ
う
し
て
滋
賀
県
で
は
、
疏
水
問
題
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
説
明

し
た
う
え
で
、
県
民
の
意
見
を
集
約
し
て
疏
水
問
題
へ
の
総
意
を
明

確
に
す
る
必
要
が
生
じ
た
。三
月
七
日
か
ら
勧
業
諮
問
会
が
開
か
れ

て
疏
水
の
利
害
得
失
に
関
し
て
徹
底
し
た
討
議
が
行
わ
れ
た（
7
）。

　

討
議
に
先
立
ち
籠
手
田
県
令
は
、
疏
水
問
題
の
経
緯
を
説
明
す

る
長
大
な
演
説
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
折
に
触

れ
て
紹
介
し
て
き
た
が
、そ
の
要
点
を
改
め
て
記
し
て
お
こ
う
。

6 

同『
新
修　

大
津
市
史
』二
九
五
〜
二
九
六
頁
。

7 

以
下
は
「
滋
賀
県
勧
業
諮
問
会
」『
京
都
滋
賀

新
報
』明
治
十
七
年
三
月
十
四
日
、十
五
日
に
よ
る
。

5 

前
号
掲『
水
力
使
用
事
業
』九
〇
〜
九
一
頁
。

4 

前
号
掲
、
織
田
直
文
『
琵
琶
湖
疏
水
』
九
二
〜

九
三
頁
。

　 

上
林
好
之
「
デ
・
レ
ー
ケ
と
琵
琶
湖
疏
水
計

画
」『
土
木
史
研
究
』第
一
四
号
、一
九
九
四
年
六
月
、

二
七
一
〜
二
七
二
頁
。
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四

・
明
治
十
六
年
十
一
月
八
日
に
北
垣
知
事
に
会
い
直
接
疏
水
問
題

を
質
し
た
際
に
、疏
水
事
業
が
琵
琶
湖
の
水
量
を
減
じ
て
滋
賀
県

下
に
害
を
及
ぼ
さ
な
い
な
ら
反
対
し
な
い
が
、
少
し
で
も
害
を
与

え
る
よ
う
な
ら
ば
全
力
で
こ
れ
を
拒
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

・
地
方
官
諮
問
会
の
た
め
上
京
の
折
、
滋
賀
県
庁
に
疏
水
開
閉
の

鍵
を
預
け
置
け
と
主
張
し
て
、
衆
人
の
批
判
を
受
け
た
が
、
そ
れ

は
、
過
日
事
情
が
分
か
ら
な
い
知
事
等
が
転
任
し
て
洪
水
や
干

害
の
際
に
不
適
切
な
流
水
を
し
な
い
た
め
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、

批
判
は
公
平
を
逸
し
て
い
る
。

・
河
田
大
書
記
官
が
、
疏
水
で
減
水
し
た
分
を
（
瀬
田
川
堰
設
置
に

よ
っ
て
・・・
筒
井
）得
れ
ば
可
な
り
と
い
う
案
を
提
起
し
て
い
る
が
、

滋
賀
県
側
に
害
が
及
ば
な
い
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
計
画
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
。

・
現
行
の
疏
水
案
で
示
さ
れ
る
六
〇
万
円
の
事
業
費
で
は
到
底
少

な
す
ぎ
、
ま
た
そ
れ
だ
け
多
額
を
投
じ
て
も
そ
れ
に
見
合
う
利
益

は
得
ら
れ
な
い
。
疏
水
に
よ
る
水
運
よ
り
も
牛
馬
に
よ
る
陸
運
の

方
が
簡
便
で
あ
る
と
考
え
る
。

・
し
か
し
、疏
水
計
画
は
京
都
府
の
事
業
な
の
で
、そ
の
内
容
に
関
し

て
は
関
知
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　

た
だ
、
滋
賀
県
民
に
損
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
即
答
を
避
け
て

十
分
考
究
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
京
都
・
滋
賀

の
新
聞
が
報
じ
て
い
る
よ
う
に
、
籠
手
田
は
絶
対
的
な
疏
水
反
対

論
者
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
籠
手
田
は
自
ら
「
五
臓
六
腑
を
掴
み
だ
し
て
・
・
答

弁
す
可
し
」
と
言
っ
て
熱
弁
を
ふ
る
っ
た
が
、そ
の
主
旨
は
、疏
水
開
鑿

に
よ
っ
て
滋
賀
県
民
に
害
が
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
真
先
に

訴
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
確
認
で
き
る
な
ら
ば
、
い
か
に
こ
の
事
業
が

費
用
対
効
果
で
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
て
も
、
そ
れ
は
京
都
府
の
管

轄
事
項
で
あ
る
か
ら
関
知
せ
ず
、
疏
水
事
業
自
体
に
は
反
対
し
な
い

と
い
う
立
場
を
力
説
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
自
身
が
、
新
聞

紙
上
で
論
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
疏
水
絶
対
反
対
論
者
で
は
な
い
こ

と
を
強
く
弁
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
当
初
は
ま
っ
た
く
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
滋
賀
県
側
の

利
害
を
考
量
し
て
く
れ
と
い
う
籠
手
田
の
訴
え
も
、
主
管
が
内
務

省
に
代
わ
っ
て
、
応
分
の
配
慮
が
な
さ
れ
、
京
都
府
と
の
協
議
の
中
で
、

疏
水
工
事
に
伴
う
諸
施
設
の
敷
設
や
飲
料
水
枯
渇
の
際
の
補
填
、

減
水
す
る
分
を
補
う
瀬
田
川
堰
の
建
設
も
京
都
府
の
費
用
で
行
わ

れ
る
と
い
う
京
都
側
の
大
幅
な
譲
歩
に
よ
っ
て
、
滋
賀
県
側
に
と
っ
て

の
疏
水
問
題
の
障
碍
は
大
き
く
取
り
除
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、籠
手
田
＝
疏
水
建
設
絶
対
反
対
論
者
と
し
て
誤
っ
た

批
判
を
繰
り
返
す
新
聞
記
事
の
誤
解
を
払
拭
し
、
ま
た
京
都
府
と

の
妥
結
に
至
っ
た
経
緯
を
知
ら
ず
に
い
た
ず
ら
に
反
対
を
唱
え
る
滋

賀
県
内
の
世
論
に
対
し
て
も
説
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

諮
問
会
で
は
、
冒
頭
に
お
い
て
琵
琶
湖
水
減
少
補
填
の
た
め
の
瀬

田
川
堰
設
置
工
事
に
関
し
て
説
明
が
あ
り
、
ま
た
疏
水
工
事
が
大

津
市
街
の
飲
料
水
に
影
響
を
与
え
る
や
否
や
の
質
問
に
対
し
て
も
、
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五

万
一
減
量
に
苦
し
む
場
合
に
は
鉄
管
を
敷
設
し
て
他
よ
り
引
水
す

る
な
ど
の
措
置
を
京
都
府
の
費
用
で
行
う
こ
と
を
照
会
し
て
あ
る
旨

の
説
明
が
な
さ
れ
た
。

　
こ
の
後
本
格
的
な
討
議
に
移
り
、諮
問
委
員
か
ら
は
議
論
百
出
し

た
が
、そ
の
結
果
は
大
略
次
の
よ
う
で
あ
っ
た（
8
）。

①
原
案
│
京
都
府
に
満
干
に
か
か
わ
ら
ず
常
時
三
〇
〇
個
を
通
水

す
る
案
│
を
害
と
す
る
説　

出
席
者
四
四
名
中
四
〇
名
賛
成

②
常
時
三
〇
〇
個
を
通
水
す
る
が
、
そ
の
減
水
分
を
瀬
田
川
を
堰

き
止
め
て
防
水
す
る　

賛
成
無
し

③
瀬
田
川
に
於
い
て
堰
を
設
け
て
三
〇
〇
個
の
減
水
を
防
止
す
れ

ば
、下
流
の
大
戸
川
尻
の
流
砂
が
堆
積
し
て
洪
水
を
招
く
恐
れ
が

あ
り
、そ
の
対
策
工
事
を
京
都
府
に
負
担
さ
せ
る　

三
〇
名
賛
成
。

④
通
水
量
を
三
〇
〇
個
と
一
定
せ
ず
、天
然
の
増
減
に
任
せ
て
通
水

す
る　

二
二
名
賛
成
。

⑤
洪
水
時
に
も
三
〇
〇
個
し
か
送
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
干
天
時
に
も

加
減
し
て
通
水
す
る　

一
〇
名
賛
成

　
こ
の
よ
う
に
常
時
三
〇
〇
個
の
通
水
と
い
う
原
案
は
、
四
四
名
中

四
〇
名
と
、
ほ
と
ん
ど
が
反
対
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
、干
害
時
に
も

減
水
で
き
ず
、
洪
水
時
に
も
増
水
で
き
な
い
不
合
理
さ
を
挙
げ
、
旱

魃
時
に
は
灌
漑
用
・
飲
用
・
舟
運
用
の
水
不
足
に
陥
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
弊
害
を
防
ぐ
対
策
と
し
て
の
瀬
田
川
堰
設
置
案
も
、
か

え
っ
て
下
流
の
河
川
に
流
砂
を
堆
積
さ
せ
て
洪
水
の
恐
れ
を
増
す
こ

と
か
ら
反
対
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
流
砂
蓄
積
に
よ
る
洪
水
対
策

を
京
都
府
の
負
担
で
行
う
説
に
は
、三
〇
名
が
賛
同
し
て
い
た
。

　

要
す
る
に
、
瀬
田
川
堰
敷
設
に
伴
う
洪
水
予
防
工
事
を
京
都
府

の
負
担
で
行
っ
て
く
れ
れ
ば
、
疏
水
事
業
を
容
認
す
る
と
い
う
現
実

的
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
籠
手
田
が
望
む

方
向
に
諮
問
会
の
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
疏
水
通
水
に
よ
る
干
害
へ
の
憂
慮
と
い

う
側
面
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
旱
魃
よ
り
も
洪
水
の
方
が
頻
繁

に
起
こ
る
の
だ
か
ら
疏
水
通
水
そ
の
も
の
は
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い

と
い
う
見
解
も
少
数
な
が
ら
表
明
さ
れ
、
ま
た
洪
水
時
に
三
〇
〇
個

以
上
の
水
を
通
水
で
き
な
い
こ
と
へ
の
危
惧
の
念
も
多
く
表
明
さ
れ

た
。
疏
水
開
閉
の
鍵
を
滋
賀
県
側
に
持
た
せ
よ
と
い
う
意
見
も
あ
り
、

こ
れ
も
干
害
・
洪
水
の
両
側
面
に
対
応
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た
意
見

で
あ
り
、か
つ
て
籠
手
田
も
同
じ
趣
旨
を
主
張
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
旱
魃
へ
の
配
慮
ば
か
り
で
な
く
洪
水
時
へ
の
対
応
策
が

考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
後
々
洪
水
が
多
発
し
て
琵
琶
湖
の
水
量

調
節
を
め
ぐ
っ
て
下
流
府
県
と
の
利
害
調
節
を
図
っ
て
い
く
際
の
土

台
と
な
る
考
え
方
が
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
共
有
さ
れ
始
め
て
い
た
こ

と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

　

三
月
十
九
日
、
籠
手
田
県
令
は
、こ
う
し
た
勧
業
諮
問
会
の
意
向

を
伝
え
る
た
め
、内
務
卿
・
農
商
務
卿
に
対
し
、疏
水
事
業
は
、洪
水

時
、旱
魃
時
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
支
障
を
来
し
「
本
縣
内
ニ
於
テ
一

の
利
便
ヲ
得
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
到
底
有
害
無
益
ノ
事
業
ナ
リ
ト

8 

前
掲『
水
力
使
用
事
業
』三
五
八
〜
三
六
〇
頁
。
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ノ
答
議
ニ
之
有
リ
」
と
い
う
県
民
の
疏
水
事
業
に
対
す
る
強
い
批
判

的
世
論
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
同
時
に
、
勧
業
諮
問
会

で
提
起
さ
れ
た
様
々
な
予
防
措
置
を
紹
介
し
、
適
当
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
れ
ば
け
っ
し
て
全
面
的
に
反
対
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
婉

曲
に
適
切
な
対
応
措
置
の
施
行
を
政
府
に
求
め
た
の
で
あ
る
（
9
）。

滋
賀
県
と
し
て
は
、二
月
中
に
京
都
府
か
ら
引
き
出
し
た
滋
賀
県
側

へ
の
損
失
補
填
の
約
束
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
国
と
し
て
も
確
か

な
損
失
補
填
の
具
体
的
対
応
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

（
2
）近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
設
立
と
疏
水
事
業
と
の
関
連

　
こ
う
し
て
籠
手
田
県
令
や
疏
水
担
当
の
高
谷
光
雄
勧
業
課
長
は
、

何
と
か
勧
業
諮
問
会
を
乗
り
切
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時

期
、
高
谷
光
雄
に
対
し
て
農
商
務
省
か
ら
本
省
へ
の
栄
転
の
誘
い
が

向
け
ら
れ
て
き
た
。
高
谷
は
、
滋
賀
県
の
疏
水
事
業
に
対
す
る
意
思

表
示
が
正
式
に
行
わ
れ
た
事
態
を
見
計
ら
っ
て
、こ
の
誘
い
を
辞
退
し
、

ま
た
現
職
で
あ
る
勧
業
課
長
の
職
も
投
げ
う
っ
て
、
間
近
に
創
業
が

予
想
さ
れ
る
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
責
任
者
＝
社
長
と
し
て
そ
の

経
営
に
全
力
で
当
た
り
た
い
旨
を
、
三
月
三
十
日
に
籠
手
田
県
令
に

申
し
出
て
、許
し
を
得
て
い
る（
正
式
な
辞
任
は
六
月
）。

　

近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
発
起
人
は
大
略
定
ま
り
、
正
式
な
起
業

と
創
業
に
際
し
て
の
資
金
補
助
の
申
請
は
一
月
に
な
さ
れ
て
い
た
が
、

な
お
創
立
の
責
任
者
の
任
に
就
く
者
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
高

谷
が
委
員
長
の
座
に
つ
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
高
谷
と
し
て
は
、
自
ら

社
長
と
な
っ
て
こ
の
会
社
の
創
業
と
運
営
に
責
任
を
持
と
う
と
決
心

し
た
の
で
あ
る
。

　

籠
手
田
は
、
昇
進
の
途
を
辞
退
す
る
高
谷
を
説
得
し
て
思
い
と
ど

ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、高
谷
の
決
心
が
固
い
と
み
る
と
、前
途
を
心

配
し
た
籠
手
田
は
、
発
起
人
ら
を
呼
ん
で
一
人
毎
に
そ
の
真
意
を
確

認
し
「
諸
氏
に
於
い
て
も
亦
誓
っ
て
尽
力
す
べ
き
旨
を
答
え
ら
れ
た
」

こ
と
で
高
谷
の
申
し
出
を
受
理
し
た
。
こ
う
し
て
四
月
ま
で
に
正
式

な
発
起
人
が
定
ま
っ
た（
10
）。

　

十
六
年
秋
に
発
起
人
や
株
主
と
し
て
名
を
連
ね
十
七
年
四
月
に

最
終
的
に
発
起
人
と
な
っ
た
者
、
さ
ら
に
十
九
年
十
一
月
の
創
業
時

に
理
事
や
取
締
役
、監
査
役
と
な
っ
た
役
員
を
確
認
し
よ
う
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
正
式
な
発
起
人
と
な
っ
た
も
の
は
す
べ
て
大
津
在

住
者
に
限
ら
れ
、
副
社
長
・
取
締
役
と
な
っ
た
古
望
仁
兵
衛
（
金
融

業
）・
理
事
ま
た
は
監
事
と
な
っ
た
薮
田
勘
兵
衛
（
米
穀
商
）・
森
弥

三
郎
（
第
六
十
四
国
立
銀
行
頭
取
）・
宇
野
保
太
郎
（
倉
庫
・
金
融

業
）・
秋
田
弥
左
衛
門
（
金
融
業
）・
北
村
兵
右
衛
門
（
米
穀
商
）・

下
郷
傳
平
（
米
穀
・
肥
料
・
油
商
、
第
六
四
国
立
銀
行
取
締
役
）・

浅
見
又
蔵
（
縮
緬
商
・
太
湖
汽
船
社
長
・
第
六
十
四
銀
行
頭
取
）・

堀
口
佐
吉
（
大
商
法
会
頭
の
堀
口
嘉
右
衛
門
の
関
係
者
と
思
わ
れ

る
が
詳
細
不
明
）
は
、
不
明
の
堀
口
を
除
い
て
い
ず
れ
も
大
津
商
法

会
議
所
（
明
治
十
二
年
十
月
〜
十
七
年
五
月
ま
で
開
設
）
や
大
津

商
工
会
議
所
（
明
治
十
七
年
五
月
〜
二
十
四
年
八
月
ま
で
開
設
）の

副
会
頭
や
理
事
を
務
め
、
会
頭
の
高
谷
光
雄
を
支
え
る
大
津
き
っ
て

の
商
人
・
企
業
家
・
資
産
家
で
あ
っ
た
。

9 

同『
水
力
使
用
事
業
』三
六
一
〜
三
六
三
頁
。

10 

前
掲『
日
本
製
麻
史
』一
八
一
頁
。
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七

　

下
郷
傳
平
と
浅
見
又
蔵
は
大
津
に
居
所
が
あ
る
と
は
い
え
、
長
浜

に
拠
点
を
置
く
近
江
商
人
で
あ
っ
た
か
ら
商
工
会
議
所
な
ど
の
役
職

に
は
就
か
な
か
っ
た
が
、
両
者
と
も
第
六
十
四
国
立
銀
行
の
取
締
役

や
頭
取
を
務
め
る
実
業
家
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
彼
ら
の
中
で
宇
野
保
太
郎
は
、
姉
ひ
さ
が
京
都
東
洞
院
御

池
上
ル
の
呉
服
問
屋
「
銭
清
」
の
内
貴
甚
三
郎
に
嫁
し
て
お
り
、
京

都
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
。
内
貴
家
も
京
都
で
関
東
方
面
の
織
物
を

扱
う
近
江
商
人
系
の
「
関
東
織
物
商
」で
あ
っ
た
。
ま
た
内
貴
は
、琵

琶
湖
疏
水
の
審
議
に
応
じ
て
賛
成
の
統
一
意
見
を
呈
し
た
勧
業
諮

問
会
の
委
員
で
、
明
治
十
七
年
八
月
設
立
の
京
都
株
式
取
引
所
の

理
事
、十
九
年
創
業
の
京
都
商
工
銀
行
の
取
締
役
、二
十
年
五
月
創

業
の
京
都
織
物
会
社
の
発
起
人
、
そ
し
て
三
十
一
年
に
は
初
の
民
選

京
都
市
長
と
な
る
人
物
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
京
都
経
済
界
の
重
鎮
の
義
弟
が
近
江
麻
糸
紡
織
会
社

の
役
員
に
就
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

前
号
で
触
れ
た
よ
う
に
十
六
年
十
一
月
に
は
、
大
津
知
人
会
と
い

う
大
津
の
有
力
者
を
組
織
し
た
で
あ
ろ
う
団
体
か
ら
、
大
津
で
の
飲

料
水
枯
渇
、
琵
琶
湖
水
位
低
下
に
よ
る
旱
害
の
危
険
性
が
訴
え
ら

れ
て
い
た
が
、
大
津
に
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
を
誘
致
し
、
商
工
界
の

有
力
者
を
そ
の
発
起
人
や
重
役
に
就
か
せ
る
こ
と
で
、大
津
町
へ
の
利

益
還
付
を
図
り
、
疏
水
事
業
へ
の
絶
対
反
対
の
世
論
を
沈
静
化
さ
せ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
有
力
な
米
商
や
倉
庫
業
・
汽
船
会
社
等
を
営
む
彼
ら
に
と
っ

て
も
疏
水
開
通
は
、
米
穀
等
の
物
資
流
通
と
保
管
事
業
を
活
性
化

し
て
利
益
増
進
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
当
初
発
起
人
に
挙
げ
ら
れ
、
後
に
近
江
麻
糸
紡
織
会
社

の
重
役
や
大
株
主
に
な
り
経
営
を
支
え
て
い
っ
た
人
物
ま
で
広
げ
て

見
て
み
よ
う
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
江
戸
期
か
ら
広
域
な
麻
布

商
取
引
を
行
い
、
輸
入
亜
麻
糸
を
用
い
た
麻
布
製
織
や
輸
入
機
械

を
用
い
た
国
産
大
麻
に
よ
る
製
織
を
も
企
画
し
て
い
た
阿
部
市
郎
兵

衛
・
市
太
郎
両
家
、特
に
市
太
郎
は
明
治
二
十
五
年
以
降
理
事
の
要

職
に
就
い
て
い
る
。

　

ま
た
近
江
国
神
崎
郡
五
位
田
村
（
現
五
個
荘
町
）
出
身
の
麻
布

扱
い
近
江
商
人
で
京
都
・
大
阪
に
も
支
店
を
持
つ
山
中
利
右
衛
門
は
、

発
足
当
初
の
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
理
事
・
監
事
・
取
締
役
に
就

任
し
て
い
る
。
そ
し
て
疏
水
開
通
の
見
込
み
が
立
っ
た
明
治
十
七
年

七
月
に
は
、
琵
琶
湖
の
取
水
口
で
あ
る
大
津
・
坂
本
の
地
に
近
江
倉

庫
会
社
を
設
け
て
、
疏
水
で
の
物
資
運
搬
を
見
込
ん
だ
会
社
を
立

ち
上
げ
て
い
る
。
こ
の
近
江
倉
庫
会
社
の
監
査
役
に
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
疏
水
推
進
に
尽
力
し
た
と
い
わ
れ
る
近
江
商
人
下
郷
傳
平

と
小
泉
新
助
が
就
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

下
郷
は
麻
布
商
で
は
な
か
っ
た
が
、米
穀
・
油
商
と
し
て
大
阪
・
京

都
に
も
進
出
し
、
大
阪
で
は
製
紙
会
社
の
経
営
に
も
携
わ
っ
て
い
た
。

小
泉
新
助
は
、
山
中
利
右
衛
門
の
在
所
と
近
い
近
江
国
神
崎
郡
山

本
村
（
現
五
個
荘
町
）
出
身
で
、
麻
布
并
に
呉
服
商
と
し
て
京
都
烏

丸
通
六
角
に
店
を
構
え
て
手
広
く
商
売
を
行
な
う
な
ど
、
京
都
の

経
済
界
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
が
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
取

締
役
・
同
社
長
を
務
め
て
直
接
経
営
の
先
頭
に
立
っ
て
い
っ
た
。こ
の



062 彦根論叢 Autumn / Oct. 2022 / No.433 

八

よ
う
に
、
京
都
と
の
関
係
を
有
す
る
三
名
の
近
江
商
人
は
、
近
江
麻

糸
紡
織
会
社
の
役
員
・
経
営
者
と
な
る
と
と
も
に
疏
水
を
活
用
し

た
事
業
展
開
に
真
っ
先
に
取
掛
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、下
郷
や
小
泉
の
疏
水
問
題
と
の
か
か
わ
り
を
述
べ
た
荒
井

信
一
郎
の
述
懐
を
綴
っ
た
部
分
を
、
前
号
で
も
引
用
し
た
『
下
郷
久

道
翁
伝
』か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

・
・
・斯

く
て
中
井
氏
が
滋
賀
県
知
事
と
為
る
や
、
第
一
に
疏
水
に
就
て

の
県
論
を
引
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
中
井
氏
は
、
県
下
の

有
力
者
を
説
い
て
、
自
分
の
味
方
と
為
し
、
一
旦
県
論
で
反
対
に

極
っ
た
も
の
を
取
消
し
、
京
都
府
民
の
希
望
を
認
め
て
之
に
賛
成

せ
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
結
果
下
郷
、小
泉
、浅
見
、外
村

等
の
一
派
が
、
中
井
知
事
の
説
に
賛
成
し
て
、
最
初
籠
手
田
派
で

あ
っ
た
人
々
を
、
大
抵
中
井
派
に
引
入
れ
て
仕
舞
っ
た
。
其
時
に
下

郷
、
小
泉
等
が
、
中
に
在
っ
て
大
に
尽
力
し
、
中
井
派
に
賛
成
せ
し

め
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
此
事
は
私
が
中
井
知
事
か

ら
直
接
聞
き
、
ま
た
高
木
文
平
氏
か
ら
も
聞
い
た
。
斯
様
な
魂
胆

か
ら
、
最
初
七
十
万
円
で
工
事
を
出
願
し
た
も
の
を
、
一
旦
内
務

省
で
却
下
し
、
更
に
再
議
の
結
果
、
今
度
は
二
百
二
十
五
万
円
の

設
計
で
、内
務
省
に
認
可
を
申
請
し
た
處
、其
儘
直
に
認
可
と
な
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

此
の
認
可
に
就
い
て
は
、
只
今
御
話
し
た
や
う
に
、
中
井
知
事
の

骨
折
り
で
一
旦
決
定
し
た
県
論
を
引
繰
り
返
し
た
の
で
、
此
處
ま

で
行
く
に
は
、下
郷
、小
泉
其
他
諸
氏
の
斡
旋
の
大
に
与
っ
て
力
が

あ
っ
た（
11
）。

　
こ
の
述
懐
に
は
、
い
く
つ
か
の
事
実
誤
認
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

一
旦
七
〇
万
円
で
工
事
を
出
願
し
た
が
内
務
省
に
却
下
さ
れ
、
さ
ら

に
再
議
の
結
果
二
二
五
万
円
で
申
請
し
た
と
こ
ろ
内
務
省
に
認
可
さ

れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、京
都
府
は
六
〇
万
円
で
農
商
務

省
を
核
と
し
た
政
府
に
申
請
し
た
が
却
下
さ
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に

内
務
省
の
管
轄
に
代
わ
っ
て
再
び
同
額
で
申
請
し
て
認
可
を
受
か
る

が
、
内
務
省
の
調
査
に
よ
っ
て
一
二
五
万
円
に
増
額
修
正
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

ま
た
中
井
弘
が
疏
水
に
反
対
す
る
籠
手
田
の
後
に
就
任
し
て
か
ら
、

県
内
の
疏
水
反
対
の
世
論
を
賛
成
に
転
換
す
る
の
に
尽
力
し
た
と
あ

る
が
、
後
に
見
る
よ
う
に
中
井
が
新
県
令
に
就
任
し
た
と
き
に
は
、
す

で
に
疏
水
問
題
に
関
す
る
京
都
府
と
滋
賀
県
並
び
に
大
阪
府
と
の

問
題
は
ほ
と
ん
ど
解
決
し
て
お
り
、中
井
に
代
わ
っ
て
か
ら
疏
水
事
業

が
劇
的
に
展
開
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
事
実
で
は
な
い
。
お
そ
ら

く
こ
う
し
た
話
が
流
布
さ
れ
た
の
は
、
疏
水
に
大
反
対
し
た
籠
手
田

安
定
が
更
迭
さ
れ
て
、
新
任
の
中
井
弘
が
そ
れ
を
解
決
し
た
と
い
う

真
実
と
掛
け
離
れ
た
「
神
話
」
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
で
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、こ
の
述
懐
の
な
か
で
滋
賀
県
内
の
疏
水
反
対
派
を
賛
成
派

に
転
じ
る
の
に
下
郷
・
小
泉
・
浅
見
・
外
村
等
の
近
江
商
人
が
尽
力

11 

前
号
掲『
下
郷
久
道
翁
伝
』一
七
九
頁
。
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九

し
、
特
に
下
郷
と
小
泉
の
力
が
大
き
か
っ
た
と
す
る
点
は
、
傾
聴
に
値

し
よ
う
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
疏
水
問
題
の
決
着
が
ほ
ぼ
つ
い
て
い
た
中
井
新
県

令
就
任
後
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
近
江
麻
糸
会
社
設

立
が
進
め
ら
れ
る
一
方
、疏
水
問
題
が
県
内
有
力
者
の
関
心
の
的
と

な
り
、
賛
否
が
激
突
し
て
紛
糾
し
た
勧
業
諮
問
会
開
催
前
後
の
こ
と

と
推
測
で
き
る
。
滋
賀
と
京
都
の
双
方
に
拠
点
を
置
き
、
利
害
を
共

通
す
る
下
郷
や
小
泉
が
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
主
要
な
経
営
陣

に
入
り
、
そ
し
て
大
津
―
京
都
を
結
ぶ
疏
水
開
通
に
尽
力
し
て
い
る

こ
と
は
彼
ら
の
利
害
関
係
か
ら
し
て
納
得
で
き
よ
う
。

　

さ
て
今
一
度
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
役
員
構
成
に
戻
る
と
、
注

目
す
べ
き
こ
と
は
、
当
初
の
発
起
人
に
大
倉
喜
八
郎
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、大
倉
組
は
、近
江
麻
糸
紡
織
会
社
と
契
約

を
結
ん
で
、
軍
部
か
ら
の
軍
需
物
資
の
注
文
と
納
入
に
欠
か
せ
な
い

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
琵
琶
湖
疏
水
建
設
の
土
木

工
事
に
藤
田
組
と
共
に
直
接
係
わ
る
こ
と
に
な
る
建
設
業
者
で
あ
っ

た
。
大
倉
は
ま
た
井
上
外
務
卿
と
も
、
そ
の
欧
化
政
策
と
し
て
建
設

し
た
鹿
鳴
館
の
施
工
（
明
治
十
三
年
起
工
十
六
年
七
月
竣
工
）に
携

わ
る
な
ど
し
て
旧
知
の
仲
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
井
弘
と
も
、
明
治
五

年
の
欧
州
視
察
旅
行
で
同
道
し
て
以
来
の
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。

　

大
倉
喜
八
郎
こ
そ
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
に
と
っ
て
も
琵
琶
湖
疏

水
に
と
っ
て
も
無
く
て
は
な
ら
な
い
人
物
で
あ
り
、両
者
が
共
に
成
功

裏
に
創
設
さ
れ
る
た
め
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
一
人
で
あ
っ
た
。
当
初
大

倉
は
、
発
起
人
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
お
そ
ら
く
地
元
出

身
者
で
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
あ
ま
り
に
大
倉
組
と
の
利
益
が
直
結

す
る
こ
と
が
表
面
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
発
起

人
か
ら
外
れ
て
い
る
。
だ
が
後
に
見
る
よ
う
に
、
明
治
三
十
年
代
に
は

取
締
役
且
大
株
主
と
な
り
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
が
他
の
麻
関
連

会
社
と
合
併
す
る
時
に
は
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
見
た
よ
う
な
経
営
陣
を
率
い
て
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
初

代
社
長
に
就
任
し
た
勧
業
課
長
の
高
谷
光
雄
は
、十
七
年
四
月
に
発

足
し
た
大
津
商
業
会
議
所
の
初
代
会
頭
に
も
就
任
し
、
同
社
役
員

を
多
数
含
む
大
津
町
の
企
業
家
や
商
人
た
ち
を
結
集
し
て
同
町
の

経
済
発
展
の
先
頭
に
立
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）明
治
十
七
年
四
月
〜
二
十
三
年
四
月
、疏
水
竣
功
ま
で

1
．京
都
府
の
起
工
伺
再
提
出
と
内
務
省
土
木
局
に
よ
る
疏
水
拡
大

工
事
案
の
提
示

　

さ
て
、
滋
賀
県
に
お
い
て
何
と
か
勧
業
諮
問
会
で
噴
出
し
た
疏
水

事
業
へ
の
疑
義
や
不
信
が
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
に
糾
合
し
、
京
都

方
面
と
も
利
害
を
共
有
す
る
企
業
家
や
近
江
商
人
ら
の
力
も
与
っ

て
、
疏
水
反
対
の
一
大
世
論
と
な
る
こ
と
が
抑
え
ら
れ
て
、
籠
手
田

が
望
む
よ
う
な
滋
賀
県
側
の
損
害
補
填
が
保
証
さ
れ
る
方
向
で
ま

と
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
一
方
で
京
都
府
や
大
阪
府
で
も
疏
水
事
業
に
対

す
る
新
た
な
反
発
が
現
れ
て
い
た
。

　

京
都
か
ら
淀
川
下
流
に
位
置
す
る
大
阪
府
に
お
い
て
も
疏
水
通

水
に
よ
る
水
害
を
危
惧
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
大
阪
府

会
は
、十
七
年
四
月
十
二
日
、建
野
郷
三
知
事
に
建
議
し
て
、疏
水
工
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十

事
が
大
阪
府
民
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
府
会
に
諮
問
す
る
こ
と
を

要
求
し
、
同
月
二
十
三
日
に
は
豊
島
・
島
上
以
下
一
一
の
郡
長
・
戸

長
ら
が
、内
務
省
か
ら
派
遣
さ
れ
た
田
邊
義
三
郎
に
枚
方
郡
役
所
で

面
会
し
、工
事
が
有
害
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

こ
れ
を
機
に
淀
川
沿
岸
各
郡
で
疏
水
に
反
対
す
る
意
見
が
表
明

さ
れ
た
が
、
六
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
茨
田
・
交
野
・
東
成
三
郡
の

協
議
会
で
、
疏
水
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
淀
川
の
水
害

予
防
工
事
の
実
現
を
期
す
こ
と
に
ま
と
ま
っ
た（
12
）。

　

さ
ら
に
京
都
府
内
に
お
い
て
も
四
月
十
日
、
郡
部
会
議
長
田
中
源

太
郎
か
ら
、こ
の
疏
水
案
が
洛
中
の
福
利
の
み
を
重
視
し
て
お
り
、疏

水
通
水
に
よ
る
郡
部
に
お
け
る
河
川
水
量
の
増
加
に
対
応
し
た
護
岸

工
事
や
水
路
遮
断
に
よ
る
干
害
等
へ
の
対
処
を
求
め
る
建
議
が
北
垣

知
事
に
提
出
さ
れ
た（
13
）。

　

京
都
府
は
こ
う
し
た
内
外
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
て
、五
月
五
日

に
詳
細
な
水
利
・
工
事
計
画
を
付
し
た
疏
水
起
工
伺
を
政
府
に
具

申
し
、受
理
さ
れ
た
。

　

そ
の
費
用
は
総
額
六
〇
万
円
で
変
わ
ら
ず
、半
額
の
三
〇
万
円
を

上
下
京
区
の
共
有
と
な
っ
て
い
る
恩
賜
産
業
基
立
金
か
ら
、
一
五
万

円
を
府
庁
下
渡
金
た
る
勧
業
基
立
金
か
ら
、
残
り
一
五
万
円
を
国

庫
補
助
に
頼
る
と
い
う
も
の
で
、
昨
年
十
二
月
に
提
出
し
た
起
工
伺

と
比
べ
、国
庫
補
助
一
五
万
円
を
当
て
込
ん
だ
分
だ
け
府
庁
下
渡
金

が
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
府
民
か
ら
直
接
徴
収

す
る
各
種
税
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

内
務
省
土
木
局
で
は
十
七
年
に
入
っ
て
か
ら
御
用
掛
の
田
邊
儀
三

郎
と
デ
レ
ー
ケ
を
派
遣
し
て
実
地
調
査
を
遂
げ
て
い
た
が
、
技
術
的

観
点
や
費
用
対
効
果
の
点
か
ら
疏
水
事
業
に
難
色
を
示
し
て
い
た
デ

レ
ー
ケ
案
を
退
け
、
田
邉
義
三
郎
に
よ
る
琵
琶
湖
疏
水
事
業
全
般
に

対
す
る
調
査
報
告
書
を
内
務
卿
に
提
出
し
た
。

　

同
省
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
二
十
七
日
、
京
都
府
提
出
の
起
工

伺
に
対
し
て
、
工
事
が
総
額
で
二
倍
増
と
な
る
一
二
五
万
六
千
余
円

に
上
る
甲
号
・
乙
号
の
二
つ
の
事
業
案
を
提
示
し
、
こ
れ
を
聯
合
区

会
に
図
っ
て
、
増
費
に
対
す
る
支
弁
方
法
を
定
め
て
提
出
す
る
よ
う

に
命
じ
た
。
経
費
激
増
の
理
由
は
、
京
都
案
が
経
費
節
減
に
重
き
を

置
き
す
ぎ
て
地
質
の
安
全
性
や
構
築
物
の
堅
固
さ
等
へ
の
配
慮
を
欠

い
て
お
り
、
ま
た
運
河
水
流
の
速
度
が
急
す
ぎ
る
点
な
ど
の
不
備
が

あ
り
、
煉
瓦
や
敷
石
等
を
用
い
て
安
全
堅
固
な
も
の
に
せ
よ
と
い
う

も
の
で
、
運
輸
や
動
力
源
、
飲
料
・
干
害
等
に
供
す
る
と
い
う
疏
水

自
体
の
目
的
に
変
更
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
但
し
、こ
の
内
務

省
案
に
は
、
京
都
府
案
に
含
ま
れ
て
い
た
府
内
小
川
頭
よ
り
先
の
東

高
瀬
、小
川
、堀
川
に
至
る
水
路
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
疏
水

の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
諸
川
の
改
修
、
用
水
路
設
置
等
の
工
事

が
必
要
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、さ
ら
な
る
経
費
増
が
予
告
さ
れ
て
い
た
。

　

山
県
内
務
卿
は
当
時
な
お
、
明
治
十
年
前
半
に
内
務
省
の
管
轄

下
に
デ
レ
ー
ケ
等
が
指
導
し
た
低
水
工
事
に
よ
る
淀
川
治
水
改
良
事

業
の
成
功
が
念
頭
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
全
国
に
波
及
さ
せ
た
い
と
意
気

込
ん
で
い
た
が
（
14
）、
今
回
は
デ
レ
ー
ケ
の
消
極
案
を
採
ら
ず
に
積
極

的
な
疏
水
拡
大
案
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。こ
こ
に
、
農
商
務
省
か

ら
土
木
行
政
を
奪
還
し
て
堅
牢
で
後
世
に
残
る
建
造
物
を
建
設
し

12 

服
部
敬
『
近
代
地
方
政
治
と
水
利
土
木
』

一
九
六
│
一
九
七
頁
、思
文
閣
出
版
、一
九
九
五
年
。

13 

前
掲『
水
力
使
用
事
業
』三
九
三
〜
三
九
四
頁
。

14 

前
号
掲
、
山
崎
有
恒
「
内
務
省
の
河
川
政
策
」

高
村
直
助
編
『
道
と
川
の
近
代
』
山
川
出
版
社
、

一
九
九
六
年
、九
一
〜
九
二
頁
。
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て
そ
の
行
政
手
腕
を
顕
示
し
た
い
と
い
う
内
務
省
の
強
い
意
気
込
み

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
甲
号
と
い
う
の
は
、
京
都
府
案
を
土
台
と
し
て
、
小
関
超
え

の
第
一
隧
道
や
南
禅
寺
隧
道
等
の
施
工
上
の
不
備
を
修
正
し
て
拡

充
を
行
っ
た
も
の
で
、
乙
案
と
は
内
務
省
独
自
に
作
成
し
た
も
の
で
、

京
都
市
内
に
入
っ
て
か
ら
の
疏
水
経
路
変
更
や
溜
池
設
置
な
ど
を

含
む
独
自
色
が
強
い
内
容
で
あ
っ
た
。

　

同
時
に
内
務
省
は
、滋
賀
県
と
大
阪
府
に
対
し
て
疏
水
工
事
に
際

し
て
生
ず
る
損
害
予
防
工
事
の
方
法
と
費
用
に
つ
い
て
調
査
し
て
申

し
出
で
よ
と
通
達
し
た
。

2
．滋
賀
県
側
の
対
応

　

こ
う
し
た
滋
賀
県
等
の
損
害
予
防
へ
の
配
慮
も
含
ん
だ
内
務
省

案
が
提
示
さ
れ
て
、基
本
方
向
が
定
ま
っ
た
の
と
同
時
に
、農
商
務
卿

は
滋
賀
県
に
対
し
、
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
の
経
営
維
持
に
関
し
て
、

八
万
五
五
四
六
円
余
を
明
治
十
八
年
七
月
か
ら
二
十
三
年
六
月
ま

で
無
利
子
・
五
ヶ
年
据
置
き
、
一
〇
か
年
返
済
で
貸
与
す
る
旨
を
滋

賀
県
に
伝
え
た（
15
）。

　

勧
業
課
長
の
高
谷
光
雄
は
、こ
う
し
た
事
態
の
推
移
を
確
認
し
た

か
の
よ
う
に
六
月
に
は
勧
業
課
長
の
職
を
辞
し
て
、
発
足
し
た
ば
か

り
の
近
江
麻
糸
紡
織
会
社
社
長
と
し
て
同
社
の
経
営
に
専
心
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

続
い
て
内
務
省
は
、七
月
一
日
に
、六
月
に
田
邉
技
師
が
作
成
し
た

復
命
書
の
う
ち
滋
賀
県
に
係
わ
る
部
分
を
抜
粋
し
て
同
県
に
送
付

し
て
い
る
。
田
邉
は
、
綿
密
な
調
査
の
結
果
、
疏
水
通
水
の
結
果
琵

琶
湖
の
水
位
は
約
三
寸
（
約
九㎝
）
低
下
す
る
が
、こ
の
た
め
に
沿
岸

村
落
に
不
利
を
来
す
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、

滋
賀
県
側
の
疏
水
貫
通
へ
の
憂
慮
に
対
す
る
施
策
が
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
か
ね
て
滋
賀
県
勧
業
諮
問
会
に
お
い
て
要
望

事
項
に
挙
が
っ
て
い
た
疏
水
貫
通
に
よ
っ
て
生
じ
る
琵
琶
湖
減
水
に
備

え
る
た
め
の
瀬
田
川
橋
下
堰
・
堤
防
等
の
工
費
四
二
三
七
円
が
計
上

さ
れ
、
次
に
堰
設
置
に
よ
っ
て
生
じ
る
瀬
田
川
下
流
の
減
水
と
支
流

大
戸
川
か
ら
の
多
量
の
砂
の
堆
積
に
よ
る
下
流
域
の
洪
水
防
止
の

た
め
の
瀬
田
川
筋
改
良
工
事
費
と
し
て
二
万
二
三
六
一
円
が
組
ま
れ
、

合
計
二
万
六
五
九
八
円
が
予
防
工
事
費
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。

　

滋
賀
県
は
、
こ
の
復
命
書
を
参
考
に
し
つ
つ
、
八
月
一
日
、
改
め
て

瀬
田
川
に
お
け
る
堰
の
敷
設
に
よ
る
琵
琶
湖
水
減
水
の
防
止
と
大

戸
川
か
ら
流
入
す
る
砂
州
に
よ
る
瀬
田
川
洪
水
防
止
策
の
必
要
性

を
訴
え
、
そ
の
た
め
の
専
門
調
査
員
の
派
遣
を
内
務
省
に
申
請
し
て

い
る
。

　

こ
の
七
月
を
以
て
県
令
籠
手
田
安
定
は
退
任
し
て
元
老
院
議
官

に
転
出
し
、
代
わ
っ
て
中
井
弘
県
令
が
赴
任
し
た
。
籠
手
田
は
、
当
初

よ
り
先
頭
に
立
っ
て
訴
え
て
い
た
疏
水
開
通
に
よ
っ
て
被
る
で
あ
ろ
う

滋
賀
県
側
の
損
害
や
不
利
益
を
、
京
都
府
の
負
担
で
予
防
・
解
消

す
る
措
置
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
を
確

認
し
て
愛
着
深
い
滋
賀
県
を
去
っ
て
い
っ
た
。

　

内
務
省
は
滋
賀
県
の
要
請
に
応
え
て
、田
邉
技
師
を
再
び
派
遣
し
、

滋
賀
県
側
と
予
防
工
事
に
つ
い
て
協
議
し
た
が
、結
局
、同
年
十
一
月

十
一

15 

前
掲『
日
本
製
麻
史
』一
八
一
頁
。
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十
二

八
日
、
従
前
か
ら
田
邉
技
師
が
作
成
し
て
い
た
復
命
書
と
同
じ
内
容

の
工
事
施
工
書
を
上
申
し
た
。こ
れ
に
先
立
ち
大
阪
府
も
同
技
師
の

意
見
を
参
考
に
し
て
淀
川
沿
岸
の
予
防
工
事
一
〇
万
三
九
〇
二
円

を
内
務
省
に
上
申
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
内
務
省
で
は
、
翌
十
八
年
一
月
七
日
、
山
県
内
務

卿
は
、
京
都
府
に
対
し
大
阪
と
滋
賀
の
予
防
工
事
費
を
京
都
府
が

負
担
す
る
な
ら
ば
、疏
水
工
事
起
業
を
許
可
し
一
五
万
円
の
補
助
を

三
ヶ
年
分
割
に
て
下
渡
す
、と
通
達
し
た
。
京
都
府
は
こ
れ
を
了
承
し

た
の
で
、内
務
省
は
、二
十
九
日
、京
都
府
に
対
し
て
待
望
の
起
工
特

許
を
発
し
た
。こ
う
し
て
京
都
府
は
、
大
阪
・
滋
賀
へ
の
予
防
工
事
費

合
計
一
三
万
五
〇
〇
円
の
負
担
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
条
件
に
三
ヵ

年
賦
で
十
五
万
円
（
後
に
五
万
円
増
額
）
が
国
庫
補
助
と
し
て
下
付

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る（
16
）。

　

さ
て
滋
賀
県
が
要
求
し
、
政
府
の
肝
い
り
で
京
都
府
側
の
負
担
で

施
行
が
約
さ
れ
た
湖
水
減
水
防
止
の
た
め
の
瀬
田
川
堰
の
建
設
工

事
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
琵
琶
湖
治
水
沿
革
史
』

で
は
疏
水
完
成
が
近
づ
く
明
治
二
十
三
年
末
頃
に
は
「
右
工
事
ハ
実

施
ス
ル
ニ
至
ラ
ザ
リ
シ
」（
17
）と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、そ
の
帰
趨
を
追
っ

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
琵
琶
湖
疏
水
が
完
成
し
た
明
治
二
十
三
年
四
月
時
点
と
、

籠
手
田
県
令
や
滋
賀
県
勧
業
諮
問
会
が
疏
水
問
題
に
対
処
し
た
明

治
十
六
年
〜
十
七
年
三
月
時
点
で
は
琵
琶
湖
と
疏
水
を
め
ぐ
る
状

況
が
一
変
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
琵
琶
湖
は
明
治
八
年
及
び
十
四

年
に
洪
水
が
あ
っ
た
が
、
特
に
疏
水
建
設
が
俎
上
に
上
っ
て
両
府
県
の

議
論
が
喧
し
く
な
っ
た
明
治
十
六
年
一
月
か
ら
十
七
年
三
月
ま
で
の

平
均
水
位
は
二・四
三
尺
に
止
ま
り
、十
六
年
八
月
は
一・二
二
尺
、同

九
月
は
〇・七
一
尺
と
低
下
し
、
旱
害
へ
の
危
惧
が
滋
賀
県
側
の
疏

水
に
対
す
る
利
害
得
失
の
意
見
に
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る（
18
）。

　

し
か
し
、
十
七
年
七
月
・
八
月
に
は
水
位
は
そ
れ
ぞ
れ
五・四
三

尺
、五・一
〇
尺
を
記
録
し
て
水
害
が
発
生
し
、
ま
た
十
八
年
に
は
六

月
五・六
三
尺
、
七
月
七・九
八
尺
、八
月
五・〇
七
尺
を
記
録
し
て
大

洪
水
と
な
り
水
害
反
別
一
一
二
七
七・
六
反
と
い
う
被
害
を
出
し

た（
19
）。

　

琵
琶
湖
疏
水
の
竣
工
式
が
行
わ
れ
た
明
治
二
十
三
年
四
月
の
一

か
月
後
の
五
月
に
は
大
雨
が
降
り
、
琵
琶
湖
沿
岸
で
は
水
害
が
発
生

し
て
い
る（
20
）。

　

だ
が
明
治
二
十
二
年
七
月
一
日
に
東
海
道
線
大
津
―
米
原
間
が

開
通
す
る
や
、
瀬
田
川
に
架
か
る
複
数
の
鉄
橋
の
橋
台
が
瀬
田
川
の

流
水
を
妨
げ
て
水
害
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
懸
念

が
生
じ
、二
十
二
年
八
月
に
琵
琶
湖
水
利
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
翌

二
十
三
年
六
月
に
橋
脚
の
三
分
の
二
を
撤
去
す
べ
し
と
の
請
願
を
滋

賀
県
並
び
に
政
府
に
行
っ
た
。

　
こ
の
請
願
は
、
瀬
田
川
橋
台
が
流
水
の
障
碍
に
な
っ
て
い
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
明
治
二
十
四
年
十
月
に
政
府
か
ら
却

下
さ
れ
た
。

　

一
方
、
滋
賀
県
で
は
、
政
府
の
こ
う
し
た
意
向
を
見
越
し
て
独
自

に
洪
水
防
止
を
目
的
に
し
た
瀬
田
川
改
修
工
事
計
画
を
二
十
三
年

16 

以
上
の
記
述
は
、
前
掲
『
水
力
使
用
事
業
』

三
六
四
〜
三
六
七
頁
、『
琵
琶
湖
疏
水
誌
』（
滋
賀

県
庁
文
書
）に
よ
る
。

17 『
琵
琶
湖
治
水
沿
革
誌
』
琵
琶
湖
治
水
会
、

一
九
六
八
年
、二
七
九
頁
。

18 

前
掲『
水
力
使
用
事
業
』二
〇
一
頁
。

19 

同『
水
力
使
用
事
業
』二
〇
一
〜
二
〇
二
頁
、並

び
に
前
掲
『
琵
琶
湖
治
水
沿
革
誌
』
五
〇
頁
に
よ

る
。

20 

同
『
琵
琶
湖
治
水
沿
革
誌
』
三
四
頁
、
五
〇
│

五
一
頁
。
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十
三

九
月
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
川
底
浚
渫
と
そ
こ
で
得
ら
れ
た

土
砂
を
用
い
て
支
流
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
本
川
流
速
の
増
加
と

土
砂
堆
積
の
防
止
を
図
っ
て
田
畑
を
造
成
す
る
こ
と
、
本
支
川
衝
突

に
よ
る
土
砂
堆
積
を
防
止
し
、
流
量
に
適
す
る
幅
員
と
勾
配
を
河

川
に
持
た
せ
て
土
砂
堆
積
を
防
ぐ
施
設
を
設
置
す
る
、
洪
水
時
の

船
筏
を
保
護
す
る
た
め
の
船
溜
ま
り
の
設
置
、
排
水
と
灌
漑
用
水

確
保
の
た
め
の
水
路
を
開
鑿
す
る
こ
と
等
に
わ
た
り
、
そ
の
予
算
は

六
万
九
六
五
一
円
余
に
上
っ
た
。

　
こ
う
し
た
浚
渫
工
事
の
内
容
は
、当
時
の
滋
賀
県
令
岩
崎
小
次
郎

が
、「
瀬
田
川
改
修
之
義
伺
」の
な
か
で
「
曽
テ
京
都
疏
水
起
工
ノ
頃

ニ
方
リ
琵
琶
湖
水
理
上
ニ
対
シ
故
内
務
技
師
田
邉
義
三
郎
ノ
計
画

セ
シ
モ
ノ
ト
大
同
小
異
ニ
シ
テ
」
と
い
う
よ
う
に
、
滋
賀
県
が
京
都
府

に
約
束
さ
せ
た
瀬
田
川
堰
の
建
設
と
並
ん
で
実
施
予
定
で
あ
っ
た
浚

渫
工
事
を
設
計
し
た
田
邉
義
三
郎
技
師
の
工
事
案
を
踏
襲
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
工
費
額
は
、二・六
倍
に
達
し
て
お
り
、
よ

り
大
規
模
で
本
格
的
な
改
修
工
事
案
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
岩
崎
県
令
は
、二
十
三
年
十
一
月
一
日
、
臨
時
県

会
に
こ
の
瀬
田
川
改
修
工
事
案
を
、二
十
三
年
度
よ
り
二
十
五
年
度

に
至
る
連
続
地
方
税
継
続
支
弁
と
し
て
提
出
し
、
可
決
さ
れ
た
。
と

同
時
に
、
県
令
及
県
会
議
長
は
、
県
民
の
負
担
増
を
慮
っ
て
、
同
年

十
一
月
十
九
日
、内
務
大
臣
西
郷
従
道
宛
に
、従
来
か
ら
の
国
庫
支

弁
の
例
を
挙
げ
て
、工
費
の
半
額
の
国
庫
補
助
を
願
い
出
て
い
る（
21
）。

　

右
に
見
た
よ
う
に
滋
賀
県
で
は
打
続
く
洪
水
状
況
へ
の
対
応
の
た

め
に
瀬
田
川
浚
渫
を
含
む
護
岸
工
事
を
計
画
し
、
そ
の
費
用
半
額
の

国
庫
補
助
を
国
に
要
請
す
る
に
至
っ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
琵
琶
湖

疏
水
開
通
に
よ
る
湖
水
減
水
防
止
策
を
京
都
府
に
求
め
る
こ
と
は
、

洪
水
対
策
と
真
逆
の
策
と
な
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
た

の
で
あ
る（
22
）。

　

そ
れ
で
は
、
今
一
つ
懸
念
さ
れ
た
疏
水
工
事
に
よ
っ
て
起
こ
る
で
あ

ろ
う
大
津
に
お
け
る
飲
料
水
の
枯
渇
問
題
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

明
治
十
九
年
三
月
、疏
水
工
事
が
、
そ
の
起
点
と
な
る
大
津
市
街

中
運
河
三
百
間
余
の
掘
鑿
お
よ
び
第
一
隧
道
大
津
口
開
鑿
に
よ
っ
て

飲
料
水
の
水
源
と
水
管
を
切
断
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
滋
賀
県

の
要
求
に
応
じ
て
京
都
府
側
が
対
策
を
講
じ
て
い
っ
た
。

　

ま
ず
三
井
寺
中
に
3
ヶ
所
の
水
源
を
設
け
水
管
を
引
い
て
枯
渇

人
家
へ
給
水
し
た
が
、工
事
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
枯
渇
戸
数
が
増
加

し
、
さ
ら
に
工
事
が
古
関
越
え
の
山
脈
に
達
す
る
と
溪
水
が
杭
中
に

流
れ
込
ん
で
溪
間
の
水
が
枯
渇
し
て
特
に
低
地
の
村
落
に
た
ち
ま
ち

飲
料
水
の
欠
乏
を
き
た
し
た
。

　

そ
こ
で
琵
琶
湖
水
を
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
て
仮
濾
過
機
に
通
し
て

給
水
を
図
っ
た
が
、
濾
過
の
効
果
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
第
一
隧

道
完
成
後
に
蒸
気
ポ
ン
プ
を
疏
水
入
り
口
の
京
都
築
地
に
移
し
、
新

た
に
濾
過
機
と
貯
水
所
を
設
け
て
、
汲
み
上
げ
た
湖
水
を
飲
料
に
適

す
る
ま
で
濾
過
し
て
大
津
町
の
飲
料
水
組
合
に
供
給
し
た
。こ
う
し

た
飲
料
水
補
給
工
事
に
は
三
万
一
二
一
〇
円
余
を
要
し
た
。

　
こ
う
し
て
大
津
西
部
の
高
地
一
五
一
戸
は
古
関
の
溪
水
、
低
地
の

三
三
三
戸
は
湖
水
引
用
水
に
よ
っ
て
給
水
さ
れ
る
体
制
が
整
っ
た
。
し

22 

前
掲『
水
力
使
用
事
業
』三
七
四
頁
。

21 

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
『
琵
琶
湖
治
水
沿
革

誌
』三
二
三
〜
三
三
三
頁
に
よ
る
。
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十
四

か
し
、
そ
の
後
も
、こ
れ
ら
の
給
水
施
設
が
不
完
全
で
、被
害
人
家
に

種
々
の
不
備
が
生
じ
、大
津
町
は
明
治
三
十
五
年
以
降
京
都
府
に
対

し
て
設
備
の
改
善
を
求
め
て
し
ば
し
ば
交
渉
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
、

四
十
一
年
七
月
に
至
っ
て
次
の
よ
う
な
協
定
が
締
結
さ
れ
四
十
五
年

か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一 

京
都
府
は
、
完
成
し
た
給
水
設
備
を
大
津
市
に
引
き
渡
し
、
発

動
機
の
電
力
一
五
馬
力
を
大
津
市
に
永
久
に
供
給
す
る
こ
と

　

一 

京
都
府
は
給
水
設
備
の
維
持
資
金
と
し
て
三
万
五
千
円
を
大

津
市
に
交
付
す
る
こ
と

　

一 

水
源
地
・
濾
過
池
・
貯
水
池
の
う
ち
京
都
市
に
必
要
の
な
い
部

分
は
大
津
市
に
譲
渡
し
、
必
要
あ
る
部
分
は
無
償
で
使
用
せ
し

め
る
こ
と

　

一 

第
二
疎
水
施
行
に
伴
う
水
源
地
付
近
の
築
地
約
一
千
坪
を
大

津
市
に
無
償
で
引
き
渡
す
こ
と

　
こ
う
し
て
疏
水
開
通
に
伴
う
滋
賀
県
と
京
都
府
の
確
執
は
よ
う

や
く
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（
23
）。

3
．大
阪
府
側
と
の
折
衝

　

さ
て
既
述
の
ご
と
く
大
阪
府
に
対
し
て
も
、
疏
水
通
水
に
伴
う
水

害
予
防
工
事
費
一
〇
万
三
九
〇
二
円
を
、実
際
の
状
況
に
応
じ
て
京

都
府
か
ら
支
払
う
こ
と
が
、内
務
省
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後

疏
水
工
事
完
成
が
近
づ
い
て
き
た
明
治
二
十
二
年
二
月
十
六
日
、
内

務
省
は
、
京
都
府
に
対
し
て
、
疏
水
工
事
竣
成
と
と
も
に
淀
川
の
水

位
が
上
昇
し
、
そ
の
た
め
に
沿
岸
悪
水
吐
口
改
良
が
必
要
と
な
る
の

で
、
そ
の
費
用
と
し
て
七
万
四
九
三
九
円
を
大
阪
府
に
交
付
せ
よ
と

命
じ
た
。こ
れ
は
特
に
滋
賀
県
が
湖
水
減
少
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
と

し
て
要
求
し
て
い
た
瀬
田
川
で
の
堰
の
設
置
に
よ
っ
て
疏
水
か
ら
淀
川

へ
の
流
水
が
増
加
す
る
事
態
を
前
提
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
指
令
は
、
三
月
二
十
九
日
、
内
務
省
土
木
監
督
署
の
田
邊
技

師
隣
席
の
も
と
、
臨
時
上
下
京
聯
合
会
の
議
に
付
さ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
悪
水
吐
口
改
良
費
は
三
万
円
で
十
分
で
、
し
か
も
そ
の
分
を
国

庫
補
助
に
仰
ぐ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
理
由
は
、
内
務
省
案
は
、
瀬

田
川
に
設
置
す
る
減
水
防
止
の
堰
の
設
置
を
前
提
と
し
て
い
た
が
、

こ
れ
は
洪
水
多
発
の
事
態
で
中
止
と
な
り
、
ま
た
瀬
田
川
に
架
か
る

鉄
橋
の
橋
脚
の
た
め
に
湖
水
が
多
少
上
昇
し
て
悪
水
吐
口
に
影
響
を

及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
が
、そ
れ
も
短
期
間
の
も
の
で
あ
る
か
ら
将
来

の
修
繕
費
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
案
は
、
六
月
に
な
っ
て
知
事
か
ら
内
務
省
に
上
申
さ
れ
た
が
、

内
務
大
臣
（
松
方
正
義
）は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
京
都
府
は
、
や
む
な

く
総
額
七
万
四
九
三
九
円
の
う
ち
物
価
変
動
に
伴
う
費
額
の
修
正

に
よ
っ
て
一
割
を
減
じ
て
六
万
一
三
一
四
円
の
負
担
金
と
す
る
こ
と

を
大
阪
府
並
び
に
土
木
監
督
署
に
提
案
し
て
、了
承
を
得
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
案
は
、
京
都
市
会
に
諮
ら
れ
て
了
承
を
得
ら
れ
た
が
、

す
で
に
疏
水
工
事
費
は
過
去
五
年
間
で
九
〇
余
万
円
に
達
し
、
そ
の

年
の
支
出
額
も
二
五
万
円
余
の
経
費
を
予
定
し
て
お
り
、
市
民
の
負

担
に
耐
え
な
い
の
で
一
五
万
円
の
市
債
を
起
こ
し
て
対
処
し
て
い
る

現
状
に
鑑
み
、政
府
に
五
万
円
の
追
加
国
庫
補
助
の
要
請
を
請
願
す

23 

同『
水
力
使
用
事
業
』三
八
六
〜
三
九
二
頁
。
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十
五

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

政
府
も
こ
の
要
請
を
容
れ
て
翌
二
十
三
年
度
に
下
付
す
る
旨
指

令
し
た
。
京
都
府
は
、こ
れ
を
了
と
し
つ
つ
も
市
債
と
寄
附
金
を
募
り
、

二
十
二
年
度
中
に
大
阪
府
へ
の
支
払
い
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。こ
の

時
北
垣
知
事
千
円
、
尾
越
書
記
官
三
百
円
、
田
邊
技
師
百
五
十
円

を
は
じ
め
と
し
府
庁
の
官
吏
・
職
員
合
計
で
五
八
九
五
円
と
い
う
多

額
を
負
担
し
て
協
力
し
て
い
る（
24
）。

　
こ
う
し
て
大
阪
府
と
の
軋
轢
も
何
と
か
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
。

4
．疎
水
工
事
遂
行
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

京
都
府
は
、
内
務
省
が
提
示
し
た
従
来
よ
り
倍
増
し
た

一
二
五
万
六
千
余
円
と
い
う
巨
額
の
工
事
計
画
案
（
甲
号
）
を
十
七

年
七
月
に
、
同
月
二
十
一
日
に
は
そ
の
賦
課
方
法
が
聯
合
区
会
に
諮

ら
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
は
す
べ
て
産
業
基
立
金
や
府
庁
下
渡
金
に
よ
る
事
業
費

で
あ
っ
た
が
、今
回
は
初
め
て
六
五
万
円
余
を
地
下
割
・
戸
数
割
・
営

業
割
と
い
っ
た
実
質
的
な
府
民
の
負
担
に
よ
っ
て
賄
う
案
が
提
起
さ

れ
た
。こ
の
た
め
、富
豪
か
ら
の
出
金
で
銀
行
を
設
立
し
て
そ
の
益
金

で
賄
う
説
、
貧
者
保
護
の
た
め
戸
数
割
を
廃
し
て
家
屋
と
地
価
に
の

み
賦
課
す
る
説
、
逆
に
戸
数
の
み
か
ら
徴
収
す
べ
し
と
す
る
説
な
ど

議
論
百
出
し
た
が
、結
局
原
案
が
可
決
さ
れ
て
、北
垣
知
事
は
、九
月

二
十
六
日
、
琵
琶
湖
疏
水
事
業
起
工
の
再
伺
い
を
山
県
内
務
卿
に

提
出
し
た
。こ
の
後
、既
述
の
よ
う
に
滋
賀
県
と
大
阪
府
へ
の
予
防
工

事
費
の
支
払
い
に
関
す
る
折
衝
が
あ
り
、
京
都
府
が
そ
れ
を
負
担
す

る
こ
と
を
条
件
に
、
一
五
万
円
の
国
庫
補
助
と
と
も
に
、
十
八
年
一

月
二
十
九
日
に
念
願
の
特
許
許
可
の
指
令
が
内
務
省
よ
り
下
っ
た
の

で
あ
る（
25
）。

　

十
八
年
六
月
二
日
に
工
事
は
着
手
さ
れ
た
が
、
工
事
途
中
で
ル
ー

ト
や
建
設
目
的
そ
の
も
の
に
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
。
原
案
で
は
、京

都
に
達
し
た
疏
水
が
鹿
ヶ
谷
に
お
い
て
一
部
を
水
車
動
力
用
と
し
て

分
水
し
た
後
、本
線
は
北
上
し
て
白
川
、一
条
寺
、松
ヶ
崎
、下
鴨
等

の
村
落
を
巡
り
高
野
川
、
加
茂
川
を
横
断
し
て
灌
漑
水
を
供
給
し

て
小
川
頭
に
達
し
、東
高
瀬
川
に
連
絡
し
て
、舟
を
通
す
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
土
木
局
は
灌
漑
の
た
め
に
こ
う
し
た
長
距
離
の
大
迂
回

を
す
る
こ
と
は
輸
送
に
と
っ
て
は
ロ
ス
が
大
き
く
、
舟
運
は
北
上
せ
ず

に
真
直
ぐ
西
に
伸
ば
し
、
急
勾
配
の
地
に
は
閘
門
を
設
け
て
東
高
瀬

川
に
通
じ
る
ル
ー
ト
を
提
案
し
た
。
結
局
、ル
ー
ト
は
土
木
局
案
の
よ

う
に
修
正
さ
れ
た
が
、
田
邊
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
閘
門
方
式
で
は
な

く
、
運
河
上
下
に
船
溜
ま
り
を
設
け
て
、
そ
の
間
の
斜
面
に
鉄
路
を

敷
い
て
貨
車
で
船
荷
を
運
ぶ
と
い
う
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
方
式
が
採
ら
れ
、

二
十
一
年
八
月
に
新
規
工
事
と
し
て
許
可
さ
れ
、二
十
二
年
四
月
に

工
事
は
完
成
し
た
。

　

次
に
夷
川
通
過
の
本
線
を
鴨
川
に
通
す
か
、
そ
の
西
側
を
流
れ
る

東
高
瀬
川
へ
通
す
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
結
局
、
京
都
府
は
、
夷
川
の

建
設
と
鴨
川
に
通
ず
る
鴨
東
運
河
の
ル
ー
ト
を
選
定
し
て
、二
十
三

年
二
月
〜
四
月
に
工
事
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、京
都
府
で
は
、二
十
一
年
十
月
に
ア
メ
リ
カ
・
コ
ロ
ラ
ド
州

24 

以
上
、
大
阪
府
側
の
対
応
に
関
し
て
は
同
『
水

力
使
用
事
業
』三
七
二
〜
三
八
五
頁
。

25 

以
上
の
記
述
は
、
同
前
『
水
力
使
用
事
業
』

一
一
七
〜
一
三
五
頁
に
よ
る
。
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十
六

ア
ス
ペ
ン
の
水
力
発
電
所
を
視
察
し
た
、
下
京
区
会
議
員
の
高
木
文

平
や
主
任
技
師
田
邊
朔
郎
の
意
見
に
よ
り
、
疏
水
建
設
の
目
的
と

し
て
水
力
電
気
事
業
を
追
加
し
て
、
日
本
初
の
商
用
水
力
発
電
所

を
蹴
上
の
地
に
建
設
し
た
。こ
の
大
英
断
が
、の
ち
に
京
都
の
近
代
化

に
多
大
な
貢
献
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
て
疏
水
工
事
は
進
ん
で
い
っ
た
が
、
府
民
の
間
に
大
き
な
反

発
や
反
対
運
動
が
湧
き
起
こ
っ
た（
26
）。

　

工
事
費
用
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
産
業
基
立
金
三
二
％
、
県
庁
下

渡
金
一
二
％
、
国
庫
補
助
一
六
％
の
三
者
で
お
よ
そ
六
二
％
を
占
め
、

二
十
二
年
度
に
は
市
債
金
・
市
公
債
が
一
九
％
を
数
え
る
の
で
、
地

下
割
・
戸
数
割
・
営
業
割
と
い
う
府
民
へ
の
賦
課
金
は
、
十
九
年
〜

二
十
一
年
の
三
ヶ
年
に
限
ら
れ
て
合
計
で
一
八・六
％
に
止
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、
賦
課
金
に
対
す
る
延
納
や
反
対
運
動
は
、二
十
年
度
に

入
っ
て
以
降
活
発
化
し
、
公
売
処
分
に
反
対
す
る
訴
え
を
起
こ
し
た

り
、集
会
を
開
い
た
り
、つ
い
に
は
疏
水
工
事
延
期
や
中
止
を
求
め
て

内
務
省
へ
請
願
す
る
者
も
現
れ
た
。
そ
れ
は
、賦
課
金
徴
収
が
始
ま
っ

た
明
治
十
九
年
で
さ
え
、
十
四
年
以
来
の
デ
フ
レ
が
長
引
き
、
京
都

府
下
の
著
名
物
産
の
産
額
は
、
実
に
十
四
年
の
四
七
％
に
ま
で
落
ち

込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
っ
た（
27
）。

　

北
垣
知
事
は
、
病
身
を
押
し
て
自
宅
に
疏
水
事
業
や
賦
課
金
問

題
に
異
議
あ
る
者
を
招
致
し
て
説
諭
し
、
疏
水
と
い
う
国
家
的
大
事

業
の
た
め
に
一
人
当
た
り
の
賦
課
額
は
決
し
て
高
く
な
い
こ
と
を
力

説
し
て
理
解
に
努
め
た
。
事
実
、
賦
課
割
合
が
大
き
い
営
業
割
で
は

利
益
金
に
応
じ
て
数
十
等
の
等
級
に
分
け
る
課
税
方
式
が
採
ら
れ
、

低
所
得
者
層
へ
の
負
担
に
は
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
既
述
の

よ
う
に
北
垣
知
事
は
府
庁
吏
員
と
と
も
に
多
額
を
寄
附
し
て
府
民

の
負
担
軽
減
に
努
め
た
。

　

ま
た
疏
水
ル
ー
ト
の
選
定
問
題
で
は
、
東
高
瀬
川
へつ
な
ぐ
ル
ー
ト

が
同
河
川
の
埋
め
立
て
の
懸
念
を
生
ん
で
反
対
運
動
が
激
化
し
た

が
、
結
局
将
来
の
鴨
川
運
河
に
連
な
る
鴨
東
運
河
の
路
線
に
決
ま
っ

て
い
る
。

　

蹴
上
に
建
設
さ
れ
る
水
力
発
電
所
の
運
営
に
関
し
て
は
、田
中
源

太
郎
を
社
長
と
し
、西
村
七
三
郎
・
古
川
為
三
郎
・
中
村
栄
助
・
竹

村
弥
兵
衛
を
役
員
と
す
る
京
都
電
灯
会
社
に
一
任
す
る
方
向
で
あ
っ

た
が
、疏
水
事
業
の
成
果
を
一
会
社
に
奪
い
取
ら
れ
る
と
い
っ
た
批
判

が
起
こ
り
、
結
局
、
市
営
事
業
と
す
る
こ
と
に
決
し
て
い
る
。
さ
ら
に

田
中
源
太
郎
・
市
田
利
八
・
濱
岡
光
哲
・
内
貴
甚
三
郎
・
竹
村
弥
兵

衛
ら
疏
水
推
進
派
が
役
員
を
占
め
る
京
都
商
工
銀
行
が
、
区
郡
連

帯
、
区
部
地
方
税
為
替
方
取
扱
い
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て

も
強
い
批
判
が
あ
り
、
三
井
銀
行
へ
の
変
更
が
府
会
に
提
出
さ
れ
て

可
決
さ
れ
た
。

　

ま
た
疏
水
完
成
後
の
明
治
二
十
三
年
以
降
に
お
い
て
も
、
淀
川
沿

線
の
紀
伊
郡
や
久
世
郡
の
村
落
か
ら
増
水
へ
の
不
安
が
増
幅
し
て
、

大
規
模
な
集
会
や
騒
擾
も
起
こ
り
、
洪
水
の
際
の
損
害
賠
償
や
事

後
処
理
を
求
め
る
運
動
が
大
阪
府
と
も
連
動
し
な
が
ら
活
性
化
し

て
い
っ
た
。
京
都
府
は
、
河
川
増
水
の
原
因
が
疏
水
に
あ
る
こ
と
を
否

定
す
る
説
明
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
っ
た
が
、
淀
川
の
増
水
・
氾
濫
へ

の
対
処
が
大
阪
府
や
滋
賀
県
と
も
協
力
し
て
施
行
さ
れ
て
い
く
こ
と

27 

前
掲『
京
都
の
歴
史
』第
八
巻
、一
七
六
頁
。

26 

以
下
の
疏
水
計
画
の
変
更
問
題
、
お
よ
び
疏
水

問
題
に
対
す
る
府
民
の
反
対
・
抗
議
運
動
に
つ
い

て
は
、
高
久
嶺
之
介
「
琵
琶
湖
疏
水
工
事
を
め
ぐ

る
政
治
動
向
」（
上
）（
下
）
が
、
当
時
の
「
民
力
休

養
」
等
の
政
治
運
動
と
の
関
連
も
踏
ま
え
た
き
わ

め
て
す
ぐ
れ
た
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

記
述
も
、
事
実
関
係
に
関
し
て
は
氏
を
含
む
先
学

の
記
述
を
基
に
し
て
い
る
。
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十
七

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
北
垣
知
事
を
筆
頭
に
し
た
京
都
府
の
対
応
は
、
府
内

に
湧
き
上
が
る
反
対
論
に
か
な
り
丁
寧
に
対
応
し
て
、
結
局
そ
れ
ら

の
意
見
の
相
当
部
分
を
汲
み
入
れ
、
ま
た
自
ら
大
き
な
負
担
も
担
っ

て
、疏
水
事
業
を
進
展
さ
せ
、工
事
完
成
へ
と
導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
為
政
者
側
の
姿
勢
が
疏
水
工
事
を
完
成
さ
せ
た
大
き

な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、今
一
つ
見
過
ご
せ

な
い
重
要
な
点
は
、従
来
の
よ
う
に
莫
大
な
疏
水
事
業
費
を
多
大
な

負
担
増
と
の
み
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
て
、
疏
水
開
鑿
と
い
う
巨
大

な
イ
ン
フ
ラ
整
備
事
業
が
莫
大
な
経
済
効
果
を
地
域
社
会
に
も
た

ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

実
質
五
年
間
の
工
事
期
間
で
一
二
五
万
円
の
土
木
事
業
投
資
額

は
、
京
都
府
の
通
常
予
算
規
模
が
五
〇
〜
六
〇
万
円
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
毎
年
そ
の
四
〜
五
割
に
当
た
る
巨
額
の
資
金
が
こ
の

土
木
事
業
に
投
じ
ら
れ
、
し
か
も
府
民
の
実
質
負
担
が
一
八
％
程
度

と
い
う
小
規
模
で
あ
る
か
ら
、そ
の
費
用
対
効
果
も
大
き
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
公
共
投
資
の
経
済
へ
の
波
及
効
果
に
つ
い
て
は
、
今
後
慎

重
に
計
測
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
現
在
の
地
方
自
治
体

（
鳥
取
県
）
に
お
け
る
公
共
建
設
事
業
の
経
済
波
及
効
果
の
事
例

を
見
る
と
（
28
）、
工
事
発
注
に
よ
る
直
接
効
果
が
一
〇
〇
％
（
＝
新

規
需
要
の
金
額
）、
原
材
料
等
の
生
産
増
加
に
よ
る
第
一
次
波
及
効

果
が
三
〇・三
％
、
就
業
者
の
消
費
増
加
に
よ
る
第
二
次
波
及
効
果

が
二
二
％
で
、こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
総
合
効
果
は
一
五
四・二
％
と
い
う

推
計
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。

　

今
、
こ
れ
と
同
じ
係
数
で
琵
琶
湖
疏
水
の
場
合
を
計
算
す
る
と
、

一
二
五
万
円
×
一・
五
四
＝
一
九
二・
五
万
円
と
な
り
、
地
方
税
賦

課
金
と
寄
附
金
の
合
計
二
六
万
六
千
円
余
を
差
し
引
い
た
合
計
額

一
六
五
万
九
千
円
余
が
経
済
波
及
効
果
と
推
定
で
き
る
。

　

で
は
以
前
計
画
さ
れ
て
い
た
六
〇
万
円
規
模
の
工
事
と
比
べ

る
と
、
同
じ
波
及
係
数
で
計
算
す
る
と
六
〇
万
円
×
一・
五
四
＝

九
二
万
五
千
円
と
な
る
。こ
れ
は
賦
課
金
負
担
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で

丸
々
経
済
効
果
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
一
二
五
万
円
と
拡
大

し
た
時
の
経
済
効
果
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
。こ
う
考
え
る
と
、
府

民
へ
の
負
担
軽
減
を
常
に
企
図
し
て
い
た
北
垣
知
事
の
思
惑
と
は
異

な
っ
て
、
内
務
省
案
で
規
模
を
拡
大
さ
れ
た
疏
水
事
業
が
、
か
え
っ
て

相
対
的
に
少
な
い
負
担
で
よ
り
大
き
い
経
済
効
果
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
り
、
そ
の
影
響
が
社
会
に
浸
透
し
て
く
る
に
つ
れ
て
疏
水
事
業
へ

の
不
満
も
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

疏
水
完
成
ま
で
に
要
し
た
人
員
と
使
用
物
件
を
見
る
と
、
使
用

し
た
人
夫
は
延
べ
四
百
万
人
、
ち
な
み
に
明
治
二
十
二
年
当
時
の
京

都
市
の
人
口
は
二
七
万
九
一
六
五
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
四
倍
強

で
あ
る
。
土
地
買
収
八
〇
町
歩
余
、
煉
瓦
一
四
五
〇
万
個
、
木
材

五
〇
〇
万
材
、
石
材
二
万
六
千
平
坪
、
セ
メ
ン
ト
二
万
五
千
樽
、
煉

瓦
一
四
五
〇
万
個
、
石
炭
五
〇
万
斤
、
雷
管
二
六
万
発
、
導
火
線

五
七
万
尺
、
蒸
気
鑑
七
個
、
火
薬
七
千
貫
、
粘
土
六
千
立
坪
に
及
ん

だ
。こ
れ
ら
は
京
都
府
だ
け
で
な
く
滋
賀
県
な
ど
近
隣
府
県
に
も
発

注
し
、海
外
か
ら
取
り
寄
せ
た
も
の
も
あ
っ
た
。

　

煉
瓦
は
、宇
治
郡
御
陵
村
に
建
設
さ
れ
た
工
場
で
原
料
の
採
取
と

28 

平
成
二
十
七
年
鳥
取
県
産
業
連
関
表
：
経
済

波
及
効
果
推
計
ツ
ー
ル
、よ
り
。
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十
八

製
造
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
木
材
も
京
都
府
と
滋
賀
県
に
一
〇
ヶ
所
の

木
材
工
場
を
作
っ
て
供
給
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
生
産
活
動
が
さ
ら
な
る
経
済
波
及
を
生
じ
さ
せ
た
わ
け

で
あ
る（
29
）。

　

京
都
府
下
の
著
名
物
産
額
は
、
十
八
年
六
四
七
八
円
で
あ

る
が
、
二
十
年
に
は
一
万
二
七
七
〇
円
と
な
り
、
二
十
三
年
に
は

一
万
三
七
二
五
円
ま
で
上
昇
し
て
い
る
（
30
）。
こ
う
し
た
京
都
府
の

特
産
物
生
産
に
ま
で
波
及
効
果
が
ど
の
程
度
及
ん
だ
か
は
明
言
で

き
な
い
が
、特
に
低
所
得
者
へ
の
土
木
賃
金
、木
材
・
石
材
等
建
設
材

料
部
門
等
へ
の
経
済
効
果
は
長
年
不
況
で
苦
し
ん
で
い
た
貧
困
層
に

と
っ
て
は
家
計
収
入
増
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
、景
気
回
復
へ
の
動
因

の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
工
事
完
成
後
は
、恒
久
的
な
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
機
能
し
、工

場
動
力
や
舟
運
は
も
と
よ
り
飲
料
水
・
灌
漑
用
水
・
防
火
用
水
を

供
給
し
、
何
よ
り
も
水
力
発
電
に
よ
る
電
気
動
力
・
照
明
に
寄
与
し
、

特
に
発
電
事
業
の
収
入
は
、疏
水
事
業
自
体
の
収
益
増
を
も
た
ら
し

て
事
業
の
安
定
的
発
展
に
大
い
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

未
曽
有
の
難
工
事
が
続
い
て
犠
牲
者
も
出
た
が
、
な
ん
と
か
日
本

人
の
手
に
よ
る
記
念
碑
的
な
大
土
木
事
業
は
、二
十
三
年
四
月
九
日

に
、竣
功
式
典
が
行
わ
れ
て
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
。

29 

前
掲
、
織
田
直
文
『
琵
琶
湖
疏
水
』
一
九
二
〜

一
九
八
頁
。

30 

前
掲『
京
都
の
歴
史
』第
八
巻
、一
七
六
頁
。
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New Perspectives on the History of the Establish-
ment of the Lake Biwa Canal (Biwako Sosui) (3)
From the Transfer of Jurisdiction to the Home Ministry in January 1884 

until the Project’s Completion in April 1890

Masao Tsutsui

This paper, as a continuation of a previous 
study, examines the history of the construction 
of the Lake Biwa Canal from January 1884, 
when the responsibility for the canal project 
was transferred to the Home Ministry, until its 
completion in April 1890. The waterway con-
struction plan submitted by Kyoto Prefecture 
was finally approved under the ministry’s juris-
diction with consideration given to the long-
i g n ore d  intere sts  o f  S h i g a  an d  Os a k a 
prefectures. But the ministry demanded that 
Kyoto Prefecture pay twice the initial con-
struction cost so as to build a more solid and 
safer waterway.

Against this background, the study analyzes 
how officials of the Omi Hemp Spinning & 
Weaving Company in Shiga Prefecture worked 
to suppress the anti-canal movement within 
the prefecture as well as how the issue of com-
pensation to Shiga and Osaka prefectures for 
damages arising from the construction process 
was resolved. The study also reveals how vari-
ous  confl icts  of  interest  over  the hig h 
construction cost were eventually settled to 
bring the Lake Biwa Canal project to comple-
tion.
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